




 本態性環境不耐症とも呼ばれ、通常の⼈であれば症状を⽰さないような微量な環境中の化学物質に反応 
して、種々の多彩な症状を訴える病態とされています。 
 症状が多様で発症の原因や治療⽅法に解明されていない部分が多く、様々な要因を考慮しながら症状の 
緩和を図る必要があります。 

いわゆる化学物質過敏症とは
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＊｜室内空気中化学物質の室内濃度指針値について（平成31年1月17日薬生発0117第1号　厚生労働省医薬・生活衛生局長通知）　
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「横浜市建築局所管工事揮発性有機化合物（VOC）等
の室内濃度測定マニュアル」　に準ずることとします。　注2



この室内濃度測定マニュアルは横浜市建築局のホームページに掲載されています。 
（URL：http://archive.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/archi/syorui/tokusoku/2406voc-manual.pdf） 
　 横浜市建築局ホームページ＞公共建築部

厚生労働省が室内濃度指針値を定めている物質のうち、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トル 
エン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンとします。

注１

注２

注３ 屋内の改装、改修工事及び居室に接する面の防水・外壁塗装等の屋外の改装、改修工事をいいます。

この室内濃度測定マニュアルは横浜市建築局のホームページに掲載されています。 
（URL：https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/youshiki/kenchiku/
syorui.files/0010_20181026.pdf） 
 



日本産業規格(J

（MSDS））等を参考に、揮発性有機化合物（VOC）等の放散が少ない材料であることを確認します。

日本産業規格(JIS)、安全データシート（SDS）（化学物質等安全データシート



横浜市グリーン購入の推進に関する基本方針

グリーン購入の推進に関する基本方針の別記では、材質が木質である什器類（い

す、机等）のホルムアルデヒドの放散速度について規定しています。

横浜市グリーン購入の基準

を満たすこと。」と明記します。

　また、グリーン購入の調達基準の対象（特定調達物品）となっていない什器の選定に

ついても、同様の配慮を行います。

１　グリーン購入の基準が定められた什器

いす、机、棚、収納用什器（棚以外）、ローパーティション、コートハンガー、傘立て、

掲示板、黒板、ホワイトボード、個室ブース及びディスプレイスタンドの12品目は、特定

調達物品（木質オフィス家具等）として、材料が木質の場合、次のとおりホルムアルデヒ

ドに係る判断の基準が定められています。

【判断の基準】（令和５年度現在）

・対応した日本産業規格（以下「JIS」という。）又は日本農林規格があり、当該規格に

ホルムアルデヒドの放散量基準が規定されている木質材料については、Ｆ☆☆☆☆の基

準を満たしたもの。

・上記以外の木質材料については、JIS A 1460の規定する方法等により測定した数値が

　　材料からのホルムアルデヒドの放散速度が5μg／㎡h以下又はこれと同等のものであ

　　ること。放散速度が5μg／㎡h以下と同等のものとは、次によるものとする。

次の数値以下であるもの。

グリーン購入の調達基準

そこで、日本農林規格(JAS)又は日本産業規格(JIS)

２　その他の什器





診断不可

令和元年５月現在









SDS（安全データシート）

　（MSDS（化学物質等安全データシート））等を参考に、種類、使用量、使用場所、健康への影響 
　などに関する情報を入手し、把握します。

SDS（安全データシート）（MSDS（化学物質等安全
データシート））等の資料の提出を依頼します。
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　検査機関によって異なるため、詳細
は各検査機関に確認してください。

平成31 １
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